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国立大学法人東京農工大学期末手当及び勤勉手当に係る役職段階別加算取扱細則の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

本則 

 

本則  

第2条 教育職俸給表の職務の級5級の職員のうち、100分の20の加算割合

を受ける者は、第4条に定める数の枠の範囲内で、次の各号に掲げる者と

する。 

第2条 教育職俸給表の職務の級5級の職員のうち、100分の20の加算割合

を受ける者は、第4条に定める数の枠の範囲内で、次の各号に掲げる者と

する。 

 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」とい

う。)に規定する組織及び施設の長で次の各号に該当する者 

(2) 国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」とい

う。)に規定する組織及び施設の長で次に掲げる者 

1)  組織運営規則第4条第2項に定める研究院、学府及び研究科の長 イ  組織運営規則第4条第2項に定める研究院、学府及び研究科の長 

2)  組織運営規則第5条第1項に定める学部の長 ロ  組織運営規則第5条第1項に定める学部の長 

3)  組織運営規則第6条第1項及び第2項に定める学内施設の長 ハ  組織運営規則第6条第1項及び第2項に定める学内施設の長 

(新設) ニ 組織運営規則第9条第1項に定める機構の長 

4) 組織運営規則第11条第1項に定める附属施設の長 ホ  組織運営規則第11条第1項に定める附属施設の長 

(3)～(4) (略) 

(5) (本文略)  

1) (略) 

2)  (略) 

(3)～(4) (略) 

(5) (本文略)  

イ (略) 

ロ (略) 

第3条 

 (1)～(3) (略) 

 (4) (本文略) 

  1) (略) 

  2) (略) 

第4条 第2条及び前条における100分の20又は100分の15の加算割合を

受ける者の数は、それぞれ次に定めるとおりとする。  

(1) 教育職俸給表5級  

各年度6月1日現在における在職者数に100分の50を乗じて得られる数 

(2) 教育職俸給表4級  

第3条 

 (1)～(3) (略) 

 (4) (本文略) 

イ (略) 

   ロ (略) 

第4条 (現行どおり)  
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各年度6月1日現在における在職者数に100分の25を乗じて得られる数 

2 前項の結果得られる数については、小数点以下の端数は切り捨てるもの

とする 

附 則(細則第9号) 

この細則は、平成28年6月1日から施行する。 


